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はじめに 

 

現在の生活空間における放射性物質のほとんどはセシウムである。セシウムは土壌等の表

面に吸着され土壌等とともに移動するため、雨水（濁水）が流れ、溜まる場所等は放射線量

が高いという特徴がある。これら放射線量の高い場所は、通学路などの身近な生活空間にも

存在しているが、放射性物質による汚染の除去により子どもたちの被ばく量を減じることが

できる。 

そこで、通学路などの身近な生活空間を除染する際に必要な事項等を手引きとして平

成２３年７月１５日にまとめたものである。 

 その後、放射性物質汚染対処特措法や緊急除染基本方針等が政府から示され、各市町

村等が除染計画を策定することとされるなど除染の本格的な実施に向けた体制が整いつ

つある状況となっている。 

このようななかで、地域住民の受ける放射線量を早急に低減させるためには、一日の

中で過ごす時間の長い住宅居室における放射線量を低減させることが重要であることか

ら、特に一般住宅の除染について実証実験や各方面での知見を踏まえて改訂を行うもの

である。 
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（前ページからつづく） 

② 軒樋や集水器に堆積している落ち葉等に放

射性物質が溜まりやすいので、これらをでき

るだけ除去してから、水洗浄を行う。 

 

 

 

③ 屋根よりも高い植栽の剪定も行う場合は、

葉や枝などが落ちることを考慮して屋根

の作業を行う前に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) 特に注意すべき場所における作業の手順 

    ① 排水孔、側溝やコンクリートの割れ目などのごみ等に放射性物質が溜まり

やすいので、これらをできるだけ取り除く。 

 

    ② 水が流れたところや雨だれのある部分は丁寧に取り除く。 

 

    ③ 波板・トタン板の上や樋などを清掃する場合は、高所作業になるため十分

な安全装備で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (3) 除去効果の確認等 

     事前確認で行った測定地点における線量測定を行い、記録するとともに除去

効果の判定を行う。なお、十分に線量が低減しなかった場所については、一定

の期間、注意喚起や立ち入り制限などの防護措置をとる。 

    また、落ち葉などが溜まりやすい場所などは、除染後に再度汚染される可能

性があり、一定期間継続的に計測を行い、必要であれば、再度除染を実施する。 

放射性セシウムからは透過力の強い放射線がでるため、ある場所を除染して

もその周りに存在するセシウムからの放射線の影響により十分に線量が低下し

ない場合もある。 

 

線量の測定 

表土、落ち葉等の除去 

（集めて丁寧に取り除く） 除染終了後 
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   (4) 作業終了時の措置 

① 作業に使用した服や手袋等 

作業に伴う汚れが残っているところは、入念に洗浄を行うとともに、内部

被ばくを防止するためにうがいを行う。また、シャワー、お風呂で汗と汚れ

を流す。 

作業に使用した服や手袋等については、以下の写真のようにして取り外す。 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 使用した用具、資材 

ア 手袋、マスク、タワシや雑巾など使い捨てのものは廃棄し、一般廃棄物

として適正処理を行う。 

イ その他の用具類は、使用後よく洗う。また、作業に使用した衣服等は洗

濯して再使用することが可能（普通の洗濯で十分。）。 

 

 

 

雨樋の清掃、雑草の除去、側溝の清掃、軒下の土の除去の作業を各１時間ずつ計

４時間、毎月１回１年間続けた場合、追加的に受ける放射線線量は約 49μSv/年で

あり１mSv/年を大きく下回ると評価されています※。 

また、県のモデル事業で作業者が受けた放射線量は下記のとおりでした。 

＜通学路等＞   平均作業時間 ３時間 

放射線量測定 ２～４μSv、除染及び清掃活動 ３～５μSv 

＜一般住宅等＞  平均作業時間 ６～７時間 

   放射線量測定・除染及び清掃活動 ６～８μSv 

※ 出典「福島県内（警戒区域及び計画的避難区域を除く）における生活圏の清掃活動（除染）に

関する基本的な考え方」平成２３年７月１５日政府原子力災害対策本部 

 

マスク 
ゴム手袋 

紐をつまむ 

そのままごみ袋へ 

裏返しに脱ぐ 

生活空間の除染及び清掃活動を行った場合に受ける放射線量について 
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２ 除染及び清掃活動により生じる可燃物・土砂等の当面の処理方法 

   (1) 除染及び清掃活動により生じる可燃物の処理 

    ① 運搬 

     ア 刈草や落ち葉等の可燃物については、市町村等が指定するごみ袋に回収

して、荷台へのシート掛けを確実に行い、運搬中の飛散や流出を防止する。 

     イ 運搬を恒常的に行う作業者については、受けた放射線量を測定し、記録

しておく。 

② 処理の方法 

可燃物については、市町村等の焼却施設における焼却処理を原則とする（土

がついているものは土砂等と一緒に一時保管する。）。 

 

   (2) 除染及び清掃活動により生じる土砂等の市町村仮置場における一時保管 

    ① 運搬 

ア 土砂等はできる限り水を切っ

た後に運搬する。 

イ 運搬を恒常的に行う作業者に

ついては、受けた放射線量を測

定し、記録しておく。 

②  一時保管の方法 

地域の実情にあわせて地域ごと等に選定された小規模な仮置場や、市町村

等の既存の施設を活用した仮置場などで保管する。 

 

 

 

 

放射線の遮へい対策のほか、雨水の浸入を防ぐための対策や、空間線量率（μSv/h）や 

地下水の放射能濃度のモニタリングなどを継続して行うことが検討されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に設置される仮置場については、関係法令が現在検討されている状況であり、 

また地形や土地利用状態などによりイメージと異なる場合がある。 

 

 

   (3) 除染及び清掃活動により生じる土砂等の自宅敷地内等における一時保管 

    ① 一時保管の方法 

降雨時に雨水の流れ道となる場所を避けるとともに、敷地境界から十分な

＜参考＞ 

市町村等が設置する仮置場（山積みにする方法）のイメージ 

イメージ図 

（山積みにする方法） 
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距離を確保するなどの方法によって敷地境界が周辺環境と同水準程度となる

よう遮へいを行うこととする。 

なお、埋め立てる場合は、場所が不明にならないよう市町村に連絡する。 

ア ブルー・シートなどによる養生を行い、線量の高いものを中心に置き、

周りに線量の低いものを並べた上で、土を２０～３０㎝かぶせる 

  また、雨水等の浸潤による周囲の汚染を防ぐため、遮水シートの使用、

プラスチック容器等への保管も併せて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ コンクリート構造物で囲むなどの方法で、遮へいを行い保管する。 

コンクリートブロックで囲む場合は覆土に比べて隙間が生じやすいの

で、ブロックの間に隙間が生じないように囲う。作業に当たっては手足を

挟まないように注意する。 

ウ 保管場所、保管物の内容、できればその量について記録をとっておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考：覆土やコンクリート構造物による遮へい効果※〉 

    覆土厚さと放射線遮へい効果   コンクリート厚さと放射線遮へい効果 

 5 cm 51％減  5 cm 57％減  

 10cm 74％減  10cm 79％減  

 15cm 86％減  15cm 89％減  

 30cm 98％減  30cm 99％減  

※ 出典「埋設処分における濃度上限値評価のための外部被ばく線量換算係数」（2008 年、独

立行政法人日本原子力研究開発機構） 半径 500m の線源サイズを想定した計算結果であり、

小規模の保管であった場合放射線の低減効果は目安よりも小さくなると考えられる。 

 

    ② 定期的な管理 

人がみだりに立ち入ることのないように囲いを設け、表示をするとともに

シートで養生後、コンクリ

ートブロックで囲む 

 

シートで敷設後、掘った土をかぶ

せる（例では30cm） 

土による遮へいの例  ※下記は自宅での保管例 

除染した場所から覆

土を調達する 

コンクリートブロックによる遮へいの例 ※下記は自宅での保管例  
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定期的に線量を測定し、記録しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四 除染や清掃活動以外の被ばく量低減化対策 

  １ 不用意に近づくべきでない区域の目安 

雨水が集まりやすい箇所や雨水の排水溝（特に土砂等が堆積している排水孔の

上部）、樹木の下で草等が繁茂している場所、落葉等が堆積している場所などは、

放射性物質が集積しやすく高線量を示す場合があるので、できるだけ近づかない

措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 学校や外出先からの帰宅時等において励行すべき行動 

原則として清潔・清掃を心がけ、具体的には以下の項目を励行するようにする。 

   ① 手や顔をよく洗い、うがいをする。 

 

   ② 土や砂を口に入れないように注意し、土や砂が口に入

った場合には、よくうがいをする。 

 

   ③ 靴の泥をできるだけ落とす。 

保管場所における 

表面線量の測定 

一時保管のお知らせ 

通学路などから除去した放射

性物質を含む土砂などを一時

保管しています。 

危険ですので近づかないでく

ださい。 

この付近は○○μSv/h です。 

＜連絡先＞ 

○○町内会 ○○ ○○ 

電話 ○○○－○○○－○○○○ 

表示の例 

（一時保管と線量測定の表示） 

雨水 

トラロープ、三角コ

ーンでの囲いの例 

 

保管場所における 

養生・囲いの例 

コンクリートブロックや

覆土による遮へいの例 


